
交 通 事 業 会 計





１ 交通事業会計

　令和2年
　第 1回市議会定例会　議案第１３号

　　令和2（ 2 0 2 0 ）年度　函館市交通事業会計予算　　

　（総　　則）

第１条　令和2（2 0 2 0）年度交通事業会計の予算は，次に定めるところによる。

　（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は，次のとおりとする。

　茨　車　　　両　　　数   3 2 両　　　　　

　芋　年 間 走 行 キ ロ メ ー ト ル   1 , 0 0 7 , 7 0 5 キロメ－トル

　鰯　年 間 総 輸 送 人 員   5 ,6 5 8 , 4 7 2 人　　　　　

　允　一日平均輸送人員     1 5 , 5 0 3 人　　　　　

　印　主要な建設改良事業　　　　　　　　　 　 軌 道 改 良 1 7 5メートル　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    安 全 地 帯 改 良 1式　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    車 体 改 良 2 両　　　　　

　（収益的収入及び支出）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。

収　　　　　　　　入

　第１款　軌 道 事 業 収 益  1,502,514千円

　　第1項　営 業 収 益  1,  0 5 9 , 5 0 0 千円

　　第2項　営 業 外 収 益  4 4 3 , 0 1 4 千円
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支　　　　　　　　出

　第１款　軌 道 事 業 費 用  1,563,634千円

　　第1項　営 業 費 用  1 , 5 2 3 , 3 3 9 千円

　　第2項　営 業 外 費 用  3 4 , 2 9 5 千円

　　第3項　特　　 別　　 損　　 失  4 , 0 0 0 千円

　　第4項　予　　 　　備　　 　　費  2 , 0 0 0 千円

　（資本的収入及び支出）

第４条　資本的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める（資本的収入額が資

　本的支出額に対し不足する額        1 6 3  ,    9  3  6  千円は，当年度分消費税及び地方消費税

　資本的収支調整額         3 4  ,   9 0 6     千円及び過年度分損益勘定留保資金      1 2 9  , 0 3 0千円で

　補てんするものとする。）。

収　　　　　　　　入

　第１款　資 本 的 収 入  419,804千円

　　第1項　企　　 　　業　　 　　債  3 7 2 , 7 0 0 千円

　　第2項　国 庫 補 助 金  2 6 , 9 1 6 千円

　　第3項　他 会 計 補 助 金  2 0 , 1 8 8 千円

支　　　　　　　　出

　第１款　資 本 的 支 出  583,740千円

　　第1項　建 設 改 良 費  4 3 1 , 1 1 4 千円
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　　第2項　企 業 債 償 還 金  1 5 2, 6 2 6 千円

　（企　業　債）

第５条　起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，次のとおりと

   定める。

　　起 債 の 目 的　 　 軌道改良工事費，安全地帯改良工事費，電車架線改良費および車体改良

　　　　　　　　　　　工事費

　　限　　度　　額　　 3 7 2 , 7 0 0 千円

　　起 債 の 方 法　　 普通貸借

　　利　　　　　率　　 5.0％ 以 内

　　償 還 の 方 法　　 20 年以 内元利均等及 び元金均等半年賦償還とする。ただし ， 償還期日及

　　　　　　　　　　　び 据 置 期間は借入先と協定す る ものとし， 繰上償還又は償還期限短縮，

　　　　　　　　　　　もしく は低利債借替えをすることができる。

　（一時借入金）

第６条　一時借入金の限度額は，5 0 0,0 0 0 千円と定める。

　（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第７条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は，次のとおり

　と定める。

　茨　第1款軌道事業費用のうち，第1項営業費用と第2項営業外費用 

　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）
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第８条　次に掲げる経費については，これらの経費の金額を，これら以外の経費の

　金額に流用し，又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は，

　議会の議決を経なければならない。

　茨　職　員　給　与　費   6 8 9 , 7 1 2 千円

　芋　交　　　際　　　費   3 0 千円

　（他会計からの補助金）

第９条　施設整備経費，減価償却費および基礎年金拠出金公的負担経費に充てるた

　め，一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は， 2   9   3,     7 2 0  千円である。

　（たな卸資産購入限度額）

第10条　たな卸資産の購入限度額は，1 7 7, 3 4 1千円と定める。

　　令和2年2月 2 6     日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　函館市長　　工　藤　壽　樹
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予 算 説 明 書
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